
相 続 人 代 表 者 指 定 届

年 月 日
羽村市長 宛

相続人代表者

郵便番号

住 所

氏 名

生年月日 電話番号

被相続人にかかる徴収金の賦課徴収に関する書類を受領する代表者として、地方税法第９条の２第１
項の規定により届け出します。なお、この届出および相続に関して相続人の間で問題が生じた場合は、当
方において解決いたします。
また、被相続人にかかる下記項目につきましても同意いたします。
n 後期高齢者医療保険に関する連絡先及び通知等書類の代表受取人を上記の者とすること。
n 介護保険に関する連絡先及び通知等書類の代表受取人を上記の者とすること。
n この届出書を市税、保険税及び保険料に関する部署に提供すること。

被

相

続

人

住 所

氏 名

死亡年月日

相

続

人

（

連

署

）

氏 名 住 所 続柄
相続割合

（民法第 900 条及び 901 条の法定相続分

又は同法第 902 条の指定相続分）

□遺言あり
☑法定相続分

□相続放棄受理済、受理番号
( )家庭裁判所 年(家)第 号

□遺言あり
☑法定相続分

□相続放棄受理済、受理番号
( )家庭裁判所 年(家)第 号

□遺言あり
☑法定相続分

□相続放棄受理済、受理番号
( )家庭裁判所 年(家)第 号

□遺言あり
□法定相続分

☑相続放棄受理済、受理番号
( )家庭裁判所 年(家)第 号

□遺言あり
□法定相続分

□相続放棄受理済、受理番号
( )家庭裁判所 年(家)第 号

ふりがな

‟



※相続人の欄は各相続人が自署してください。

相 続 人 代 表 者 指 定 届

年 月 日
羽村市長 宛

賦課徴収関係書類の相続人代表受領者

郵便番号

住 所

氏 名

生年月日 年 月 日 電話番号

被相続人にかかる徴収金の賦課徴収に関する書類を受領する代表者として、地方税法第９条の２第１
項の規定により届け出します。なお、この届出および相続に関して相続人の間で問題が生じた場合は、当
方において解決いたします。
また、被相続人にかかる下記項目につきましても同意いたします。
n 後期高齢者医療保険に関する連絡先及び通知等書類の代表受取人を上記の者とすること。
n 介護保険に関する連絡先及び通知等書類の代表受取人を上記の者とすること。
n この届出書を市税、保険税及び保険料に関する部署に提供すること。

被

相

続

人

住 所

氏 名

死亡年月日

相

続

人

（

連

署

）

氏 名 住 所 続柄
相続割合

（民法第 900 条及び 901 条の法定相続分

又は同法第 902 条の指定相続分）

□遺言あり
□法定相続分

□相続放棄受理済、受理番号
( )家庭裁判所 年(家)第 号

□遺言あり
□法定相続分

□相続放棄受理済、受理番号
( )家庭裁判所 年(家)第 号

□遺言あり
□法定相続分

□相続放棄受理済、受理番号
( )家庭裁判所 年(家)第 号

□遺言あり
□法定相続分

□相続放棄受理済、受理番号
( )家庭裁判所 年(家)第 号

□遺言あり
□法定相続分

□相続放棄受理済、受理番号
( )家庭裁判所 年(家)第 号

羽 村 市 職 員 使 用 欄 ＜□の事項を必ず読み・聞き取りして受領すること＞
相続割合に遺言ありの場合 □遺言書の提出を求めた・添付がある □裏面の説明を行って理解を得た

〃 法定相続分の場合 □法定相続人全員と法定相続分であるかを聴取した □遺言がないことを聴取した
□納税義務の相続（承継）には遺産分割は適用されないことを説明した
□裏面の説明を行って理解を得た

※原本は受領した課・係で保管します。供覧後は上部に記載された「受領課・係名」まで戻してください。

納税課 市民税係 資産税係 保険係 高齢医療・年金係 介護保険係

/ / / / / /
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市税、保険税及び保険料の納税・納付義務の相続
地方税法第９条によって、亡くなられた方の納税・納付義務は、遺言による相続人又は民法の定めによる

相続人がその義務を負うものとされ、これを納税義務の承継と言います。

納税義務は、遺産分割協議による分割はできませんから、遺言がないときには、民法の定めによる相続分

により、各相続人が納税してください。

この届出書は、各相続人へそれぞれ送付される納税通知書、督促状や過誤納金の通知を代表して受領する

ためのものです。（納税通知書などの書類は相続人毎に作成しますが、納付書は代表者の方へ全額分をお送りします）

法定相続とは
民法第 887 条から 890 条の定めによる相続人のことを法定相続人と言い、相続権と相続の順位が決めら

れています。相続の割合は民法第 900条と 901 条により決められています。

〇法定の相続人の範囲

² 故人の配偶者は必ず相続人となります。（※婚

姻関係が必要）

² 配偶者以外の法定相続人については、相続順位

によって決まります。高順位の人が 1人でもい

る場合は、低順位の人は相続人になりません。

同順位の相続人が複数人いる場合、相続割合を

均等に分割します。

相続の開始と相続の放棄
相続は、死亡によって開始され、亡くなられた方の住所において開始されます。（民法 882 条・883 条）

相続人は、相続の開始があったことを知った時から３カ月以内に、相続について、単純もしくは限定承認

または相続放棄をしなければなりません。この相続放棄は、亡くなられた方の住所地を管轄する家庭裁判所

にて手続きするものとなります。

（いわゆる、相続人間での協議による相続放棄は、相続分を他の相続人へ与える行為で、遺産分割になります。）

過誤納金の還付や給付金の請求
この相続人代表者指定届に加えて、「現所有者の申告兼市給付及び還付金に関する届出書」をご提出ください。

亡くなられた方が納税した市税、保険税及び保険料を多く納付していたもの（過誤納金といいます）や請求す

ることができた給付金は、民法の定めにより、遺言、法定相続及び遺産分割等によって決まった相続人の方が、

それぞれ、相続分に応じた請求をすることができます。

このため、遺産分割協議などによって決まった相続分について、代表者へ給付を受けることを委任していただ

き、市から代表者の方へ給付（支払い）いたします。

不動産があるとき
お亡くなりになられた方（被相続人）が不動産を所有していたときは、この相続人代表者指定届に加えて、「現

所有者の申告兼市給付及び還付金に関する届出書」をご提出ください。

ただし、遺言、法定相続及び遺産分割等によって決まった相続人の方にかかる相続登記が次の１２月３１日

までに完了するときは、「現所有者の申告兼市給付及び還付金に関する届出書」は提出を省略できます。
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